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   第 14 章 雑則 

 

第１ その他 

 １ 平成 28 年３月 30 日付け消規第 1500 号 

この基準は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 ２ 平成 31 年１月 23 日付け消規第 800 号 

  (1) 第１章第１節第２．２．(2)に規定する「日本産業規格」及び「産業標準化法第 20 条」

は、平成 31 年６月 30 日までの間「日本工業規格」及び「工業標準化法第 17 条」にそ

れぞれ読み替えるものとする。 

(2) 第５章第２節第 12．４及び第８章第１節第４．６．(2)に規定する「規則第５条の３」

は、平成 31 年９月 30 日までの間「規則第５条の２」に読み替えるものとする。 


